
蒲郡市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、仕事と育児を両立できる環境の整備と児童の福祉の向上を図

り、地域における育児に関する援助活動（以下「援助活動」という。）の支援のた

め、がまごおり児童館に蒲郡市ファミリー・サポート・センター（以下「センタ

ー」という。）を設置し、ファミリー・サポート・センター事業の実施について必

要な事項を定める。 

（業務） 

第２条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ センターの会員（以下「会員」という。）の募集及び登録に関すること。 

⑵ 会員間における援助活動の調整に関すること。 

⑶ 会員を対象とする説明会、講習会及び交流会に関すること。 

⑷ センターの広報に関すること。 

⑸ その他センターの目的を達成するために必要なこと。 

（業務時間） 

第３条 センターの業務時間は、午前９時から午後５時までとする。 

（休業日） 

第４条 センターの休業日は、次のとおりとする。 

⑴ 火曜日及び日曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日まで 

（職員） 

第５条 ファミリー・サポート・センター事業の円滑な実施を図るため、センター

に必要な職員を置くものとする。 

（アドバイザー） 

第６条 センターにアドバイザーを置くものとする。 

２ アドバイザーは、第２条に規定する業務の実施にあたるほか、次に掲げる業務

を行うものとする。 

⑴ サブ・リーダーの選定並びに育成及び指導に関すること。 

⑵ 会員間に生じた問題等を解決するための助言に関すること。 



⑶ 他の地方公共団体のファミリー・サポート・センターとの連絡調整に関する

こと。 

（サブ・リーダー） 

第７条 センターにサブ・リーダーを置くことができる。 

２ サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡、調整等を行うもの

とする。 

（会員） 

第８条 会員は、次条第１項の承認を受けた育児の援助を行う会員（以下「まかせ

て会員」という。）及び当該援助を受ける会員（以下「おねがい会員」という。）

とする。 

２ まかせて会員は、市内に在住する者でなければならない。 

３ おねがい会員は、市内に在住、在勤又は在学する者でなければならない。ただ

し、市町村間の協定に基づいて市内の保育園、幼稚園等に広域入所し、又は市内

の小学校に区域外就学する児童を有する者は、この限りでない。 

４ まかせて会員は、おねがい会員を兼ねることができる。 

（入会の手続） 

第９条 会員になろうとする者は、入会申込書（第１号様式）をセンターに提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ センターは、前項の承認を受けた者に対し、会員証（第２号様式）を交付する。 

３ 会員は、入会に際して、センターが実施する講習等を受講しなければならない。

ただし、センターが受講する必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

４ 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、会員登録変更届（第３号様

式）をセンターに提出しなければならない。 

（退会の手続） 

第１０条 会員がセンターを退会しようとするときは、退会届（第４号様式）に会

員証を添えてセンターに提出しなければならない。 

（援助活動の内容） 

第１１条 援助活動の内容は、育児に関する援助を必要とする中学校就学前の児童

（以下「対象児童」という。）に対する、次に掲げる事項とする。 

⑴ 保育園又は幼稚園等まで対象児童を送迎すること。 

⑵ 保育園又は幼稚園における保育等の開始前又は終了後に対象児童を預かるこ



と。 

⑶ 学校の放課後又は児童クラブの終了後に対象児童を預かること。 

⑷ 保護者等の負傷、疾病、急用等の場合に対象児童を預かること。 

⑸ その他会員の子育て支援のために必要なこと。 

２ 対象児童を預かる援助活動は、おねがい会員の家庭において行うものとする。

ただし、まかせて会員とおねがい会員との間で合意があるときは、この限りでな

い。 

３ 援助活動は、原則として午前６時から午後１０時までの時間内に行うものとし、

対象児童の宿泊は行わないものとする。 

（援助活動の実施等） 

第１２条 おねがい会員は、援助活動を必要とするときは、アドバイザーに援助の

申込みをしなければならない。 

２ 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助内容、日時等を確認し、援助依頼

受付簿（第５号様式）に記載するとともに、まかせて会員を選考し、当該おねが

い会員に紹介するものとする。 

３ おねがい会員及びまかせて会員は、第１項の申込みに係る援助活動の内容等に

ついて、事前に十分な打合せを行い、双方合意のもとに事前打合せ書（第６号様

式）を作成しなければならない。 

４ 援助活動終了後、まかせて会員は、その実施内容について、おねがい会員の確

認を受けた援助活動報告書（第７号様式）を作成し、援助活動を実施した日の属

する月の翌月の１０日までにセンターに提出しなければならない。 

５ やむを得ない事情により援助活動を必要とする場合で、センターの休業日及び

業務時間外のため、第１項の申込みができないおねがい会員は、まかせて会員に

直接援助の申込みをすることにより、援助を受けることができるものとする。こ

の場合において、当該おねがい会員は、速やかにセンターに報告しなければなら

ない。 

（会員の遵守事項） 

第１３条 会員は、援助活動により知り得た他人の個人情報の保護に努めなければ

ならない。会員がセンターを退会した後も、同様とする。 

２ おねがい会員はまかせて会員に対し、前条第３項の規定により決定した以外の

援助活動を要求してはならない。また、当該援助活動の内容に変更が生じた場合



は、速やかに連絡するものとする。 

３ おねがい会員は、保育園、幼稚園等まで対象児童を迎えに行く援助活動を実施

することを決定したときは、援助活動実施前までに、その旨を当該施設へ連絡し

なければならない。 

４ 援助活動中に生じた事故による損害については、当該援助活動の当事者である

会員間において解決しなければならない。 

（援助活動の報酬等） 

第１４条 おねがい会員は、援助活動の終了後、まかせて会員に対し、市長が別に

定める基準に従い、報酬等を支払わなければならない。 

（その他） 

第１５条 ファミリー・サポート・センター事業に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年１０月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１月１７日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市ファミリー・サポート・センター事業実

施要綱の規定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第９条関係） 

 

表  面                   裏  面 

    会  員  証 

 

会員番号          

氏  名          

生年月日          

上記の者は、センター会員である 

ことを証明します。 

     年  月  日 

 

蒲郡市ファミリー・サポート・センター 

蒲郡市長            印 

注 意 事 項 

１ 援助活動は、必ず蒲郡市ファミリー・サポート・センタ

ー事業実施要綱に従って活動してください。 

２ 援助活動中は、必ず会員証を携帯し、身分を証明する必

要がある場合は提示してください。 

３ 援助活動中に知り得た情報は、絶対に他人に漏らさない

でください。 

４ 援助活動中に生じた事故については、当事者間で解決す

るものとし、センターは責任を負うものではありません。 

５ 援助活動中に事故等が発生した場合は、速やかにセンタ

ーへ連絡してください。 

６ 会員証を紛失したとき、または変更が生じたときは、速

やかにセンターへ連絡してください。 

７ 会員証を他人に貸したり、譲渡しないでください。 

８ 退会するときは、必ず会員証をセンターへ返却してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写   真 

（2.4×3 ㎝） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


